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11..  啓啓発発ビビデデオオ上上映映  許許すすなな「「ええせせ同同和和行行為為」」～～ああななたたのの会会社社をを不不当当なな要要求求

かからら守守ろろうう～～ 

 

 

この映像はＹｏｕＴｕｂｅで視聴可能です。 

 

許すな「えせ同和行為」～あなたの会社を不当な要求から守ろう～ 

〔全編再生〕 [字幕あり／副音声なし] 

https://youtu.be/hJABUo7_bDk  
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２．「同和問題に関する企業の基本姿勢、えせ同和行為」に関する講演

講演の概要

•えせ同和行為とはなにか
その対策とはなにか

•部落とはなにか 部落差別とはなにか
部落差別は どんなときに表れるのか
差別をなくすには どうすればいいのか

企業における人権問題に関するセミナー

同和問題の現在

2025年11月13日 岡山市 ヒカリホールディングス

元朝日新聞論説委員 臼井敏男
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【１】えせ同和行為
②部落の人がやっても「えせ」

• やっているのは 部落の人か部落外の人か 分からない

• 部落の人であろうが 部落外の人であろうが 「えせ同和行為」
をすれば 同じように批判される
「えせ」は団体ではなく 行為に着目

• １９８０年代ごろから 暴力団・総会屋が警察の取り締まりを
逃れるために 同和団体を名乗ったのが 「えせ同和」の始ま
りといわれる

【１】えせ同和行為
①「えせ同和」を名乗る人

•「えせ同和」を名乗る人に会ったことがある
スーツにネクタイ 短髪 落ち着いてしゃべる

「本を買ってもらう」「仕事をもらう」
•「けっこう商売になるんですよ」

（えせ同和行為では寄付金や賛助金を求めることもある）
•名刺には「全国同和××」か「全日本同和××」

団体の名称では「えせ同和行為」を見分けられない
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【１】えせ同和行為
④「同対審答申をご存じですか」

• ビデオで「同和対策審議会答申をご存じですか」
「いいえ 知りませんが」
「国⺠的課題をご存じない それでは同和問題を解決する
ための図書をお送りいたします」

• 同和対策審議会は国が設置 1965年の答申で「同和問題の早急な解決
こそ国の責務であり 国⺠的課題である」
答申は1969年の同和対策事業特別措置法へつながる

• 答えの一例 「そのような質問に対して あなたにお答えする義務は
ありません」

【１】えせ同和行為
③無知につけ込む

•えせ同和行為の人・集団は 反社会的勢力（反社）の一つ
暴力団・総会屋と共通するのは 「弱み」につけ込む

•暴力団・総会屋がつけ込む弱みは 不祥事・ミス・トラブル
•えせ同和行為がつけ込む弱みは 「無知」
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【２】部落の基礎知識
①かつての教え方

江⼾幕府が 百姓・町人の武士への不満をそらせるために
百姓・町人の下に被差別身分をつくった
被差別身分が現在の被差別部落の始まり

権力が部落差別をつくった＝近世政治起源説

【１】えせ同和行為
⑤被害者は部落の人たち

•本当の被害者は 本を買わされた人ではなく 部落の人たち

•えせ同和行為をなくすには 毅然として断る
もう一つは 部落差別をなくす

•毅然として断るには 部落の知識を持っていたほうがいい
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【２】部落の基礎知識
③ケガレ幻想

•ケガレ意識にもとづく差別は 時代によって 対象が膨らんだ
り縮んだりしながら現代までつづく

•ケガレは幻想 部落差別は幻想にもとづく

【２】部落の基礎知識
②現在の教科書

• 「江⼾幕府が被差別身分をつくった」とは書いていない
部落によっては 鎌倉・室町時代ごろに存在
社会が部落差別をつくり 権力が強化・利用

• 差別の根底にケガレ意識
「通常と異なること」「自然の状態を変えること」をケガレと
とらえて 死や出血 皮なめし 鍛冶 染色 庭造りにかかわる
人びとを差別・排除
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【２】部落の基礎知識
⑤同和対策事業

•同和対策事業 公共事業＋奨学金・生業資金
• 1969年同和対策事業特別措置法 名称を変えて存続 2002年終了
•同和地区の指定 約４５００か所（1993年 国の全国調査）
•戦前 ５０００か所超の部落
•同和地区の指定ゼロ
北海道 東北６県 東京 富山 石川 沖縄
同和地区の指定がないからといって 部落がないわけではない

•人口 ２２０万人（もともと住んでいた人は９０万人 ４０％）
•岡山県 ２９５か所 ７万人 ４万人 ６０%

【２】部落の基礎知識
④部落と同和地区

• 「部落」には２通りの意味 集落と被差別部落

• 被差別部落（部落）=同和地区
江⼾時代の被差別身分の流れをくむ人たちが核になってつく
られた地域

• 同和問題＝部落差別問題

• 「同和地区に指定した」は意味が異なる

－8－



【３】差別の表れ方
①日常生活１ 誹謗中傷

• 「そこに部落の人がいないという前提で話が進む」
川口泰司さん（山口県人権啓発センター
事務局⻑）の体験

• 「部落差別の言葉を聞いても 黙っていた」

• 「当事者が黙っていると
いつまでたっても差別はなくならない」

「当事者が黙っていると
もう差別はないと世間に誤解されてしまう」

【２】部落の基礎知識
⑥部落差別

•部落の人と部落外の人は なんの違いもない

•違いがないのに 違いがあると言って差別をする

•部落差別は 外国人や性的少数者への差別とは異なる
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【３】差別の表れ方
①日常生活３ 土地差別

• 三重県発表 2024年7月25日処分

• 被処分者 34歳と32歳の公立小学校教諭夫妻
• 処分内容 減給10分の1、１か月
• 上記の者は、土地の仲介業者に対して、2023年7月7日、内容証明郵便に
おいて、被差別部落の土地は避けたい旨の意思表示を行い、被差別部落
の土地かどうかに関する錯誤を理由として、不動産売買契約の取消し・
解除を申し出たことによる部落差別を行った。そのことにより、土地の
売主の心身を憔悴させるとともに、仲介業者の従業員に対して精神的苦
痛や不利益を与えた。2024年2月29日、三重県差別解消条例に基づき、
知事より説示を受けた。

【３】差別の表れ方
①日常生活２ 大阪港湾局

• 大阪港湾局の差別発言（大阪市発表）

• 2024年3月18日以降、延べ 3 日にわたり、出張中の公用車におい て、職
員２人が同僚職員数名を指して、部落差別 を意図する賤称語を数十回に
わたり執拗に繰り返しつつ誹謗中傷し、結婚や職業などに関する部落差
別発言や感染症に関する差別発言を行った。

• 「子どもが結婚するときはシビアになる」「生まれ変わっても血 は変わ
らない」「皮をなめして暮らしている」「部落地名総鑑で調べる」
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【３】差別の表れ方
②結婚１

•大阪府内のある自治体で講演したときの体験

６０歳ぐらいの女性に紙を見せられた
紙には関⻄の地名が２つ
2つの地名は 息子の交際相手の両親の本籍地

「相手の身元調査をしなければダメと知り合いに言われた」
「でも 気になるんです」

【３】差別の表れ方
①日常生活４ 差別意識

•差別は言葉や行為だけではない
•部落への差別意識や偏見があることそのものが部落差別

•部落出身と言えない人がいる
「生まれ故郷を言えない 言えば差別されるかもしれない」
「部落出身と伝えて差別されるかされないかは 賭け」
「この地区は まわりから差別のまなざしで見られている」
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【３】差別の表れ方
②結婚３

同和地区で生まれた者同士の結婚 57.5％

35歳未満では同和地区外で生まれた者との結婚 60％超

（総務庁「平成5年同和地区実態把握等調査」＝1993年）

【３】差別の表れ方
②結婚２

・交際相手や結婚相手が同和地区の出身者であるか否か気になるか

「気になる」15.8％ 「ならない」57.7％「わからない」25.4％

「気になる」北海道6.9％ 東北8.2％ 関東13.5％ 中部16.0％
近畿22.1％ 中国20.9％ 四国25.4％
九州10.7％（北九州13.3% 南九州6.3%）

（令和２年法務省「部落差別の実態に係る調査」＝2020年）
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【３】差別の表れ方
③就職２ 本籍

採用試験に際し、応募書類やエントリー
シートで記入を求められたか

「就職差別に関する調査２０２３」
（連合）

【３】差別の表れ方
③就職１ 部落地名総鑑事件

•部落地名総鑑事件 1975年 運動団体の調査で発覚
•部落の地名の一覧表
•探偵社・興信所の作成
•ダイレクトメールで売り込み「部落出身者を排除できます」
•２００超の企業・大学・病院の購入 有名企業も
•運動団体の糾弾 行政の指導 法務省が回収
•インターネット版の部落地名総鑑
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【３】差別の表れ方
④ネット１ 地名一覧

(※削除されている)

※同じような内容のサイトが存在

全国部落調査は１９３５年 政府の外郭団体の中央融和
事業協会が全国の部落の名称・所在地・⼾数などを調べ
たもの

【３】差別の表れ方
③就職３ 公正採用

•採用の際 「本籍・出生地」の記載や質問 ⼾籍謄抄本の提出
を求めるのは部落差別
「部落差別の意図はない」という言い訳は通用しない

•職業安定法に基づく厚生労働省告示の禁止事項
求職者について「 人種、⺠族、社会的身分、門地、本籍、出
生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項」「 思
想及び信条」「労働組合への加入状況」の個人情報の収集
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【３】差別の表れ方
④ネット３ 個人へのアウティング

部落への誹謗中傷

（※アウティング＝暴露 内容も真偽不明）

被差別部落や同和地区とは何か？

(※差別的な書き込みが多々ある）

【３】差別の表れ方
④ネット２ 動画・画像

２０２２年１１月 グーグルが
動画投稿サイト「ユーチュー
ブ」で ある投稿者が部落を撮
影した動画約２００本を削除
「ヘイトスピーチに関するポリ
シー（指針）に違反」

この投稿者の動画は ほかの
サイトには載っている
ユーチューブには ほかの投
稿者の部落撮影の動画は載る
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【３】差別の表れ方
④ネット４ 対応２ 裁判

• 「全国部落調査」復刻版の出版・ネット掲載へ差し止め裁判 原告２００人超

2021年9月 東京地裁 判決 2023年6月 東京高裁 控訴審判決
2024年12月 最高裁で控訴審判決確定

裁判所は差し止めするかどうかを都道府県ごとに判断
現在・過去を問わず 原告本人か親族の住所・本籍が 全国部落調査に
載っている場合に差し止め
差し止め３１都府県（岡山県が該当）
差し止めせず１０県 不掲載６道県

憲法にもとづいて 「差別されない権利」を認める

【３】差別の表れ方
④ネット４ 対応１ モニタリング

•差別情報について自治体がモニタリング（監視）・削除要請
モニタリングの自治体は２００超
削除要請は個人・団体・法務省もしている

•完全には削除されない
サイト運営者などが削除要請を拒否・無視
削除されても ミラーサイト・コピーサイトが現れる
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【３】差別の表れ方
④ネット４ 対応３ 新法１

•情報流通プラットフォーム対処法（情プラ法）2025年4月施行

•インターネットの違法・有害情報の流通・拡散への対応として
大規模プラットフォーム事業者（サイト運営者）に削除の迅速
化・対応結果の通知（７日以内）・削除基準の策定を義務付け

•総務省は削除基準のガイドラインで2023年の東京高裁判決を
引用
→部落の所在地を示す情報は削除対象

【３】差別の表れ方
④ネット４ 対応２ 裁判 追加

差し止めせず（１０県）秋田 福島 千葉 山梨 静岡 愛知
岐阜 石川 富山 福井

不掲載（６道県）北海道 ⻘森 岩手 宮城 山形 沖縄
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【３】差別の表れ方
⑤メディア

•週刊朝日の連載記事 2012年
•ある政治家の父親の身元調査
•週刊朝日 連載打ち切り おわび
•身元調査は結婚差別・就職差別と同じ
•記事の背景

部落を取材したことのある記者は 少ない
前年の「週刊文春」「週刊新潮」の二番煎じ

【３】差別の表れ方
④ネット４ 対応３ 新法２

• 総務省から指定された大規模プラットフォーム事業者

• Google（YouTube）
• LINEヤフー（Yahoo!知恵袋、Yahoo!ファイナンス、LINEオープンチャット、

LINE VOOM）
• Meta （Facebook、Instagram、Threads）
• TikTok （TikTok、TikTok Lite）
• X （X）
• ドワンゴ（ニコニコ）
• サイバーエージェント（Amebaブログ）
• 湘南⻄武ホーム（爆サイ）
• Pinterest Europe Limited （Pinterest）
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【５】部落差別解消推進法

• 2016年成立
• 2002年から同和問題に特化した法律は空白

その間に国・自治体・学校の取り組みはしぼむ
•成立の背景 インターネットで部落差別の深刻化
•理念法 禁止法・規制法ではない
•国が「いまもなお部落差別はある」と認めた
•教育 啓発 相談

【４】東京の部落

•戦前 東京には４６か所の部落
•同和地区の指定ゼロ
•東京都の公式見解

「東京では部落の実態をつかむことがむずかしい」
•東京都は都内の3か所で 都の事業として環境改善事業

「同和問題を内包する地域」
•奨学金・生業資金も 都の事業として用意
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【７】今後の方向性

・部落差別の変化
現実世界とインターネット世界

・差別の始まり
あの人たちは自分とは違うと言って 線を引く
集団をひとくくりにする

・部落外の人が 部落の人と顔と顔の見える関係をつくる
・インターネットへの対策

差別情報をなくす 正しい情報を発信する

【６】企業の役割

•部落地名総鑑事件は就職差別

•いまは就職差別だけでなく 企業の内外で差別をなくすことが
求められている

•部落差別をなくし人権を尊重することは 企業の社会的責任
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３．「インターネットと人権」に関する講演

本日の内容

自己紹介

 インターネット上の「違法情報」・「有害情報」

ディープフェイクとAI生成偽情報

情報流通プラットフォーム対処法

 インターネット上での権利侵害

 インターネットの特徴

従業員のネット上の対応が企業に与える影響

情報漏洩・炎上

炎上後の対応

情報モラルについて

2

イインンタターーネネッットトとと人人権権

弁弁護護士士法法人人港港国国際際法法律律事事務務所所

弁弁護護士士 最最所所 義義一一

1
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弁護士 最所 義一（さいしょ よしかず）

掲載新聞

 ２０１３年２月２６日朝日新聞 投稿者情報の開示を命令

 ２０１３年３月 ５日日経新聞 海外企業のブログで名誉毀損

 ２０１３年６月２６日毎日新聞 ネット中傷弁護士闘う

 ２０１３年１２月３日読売新聞 ネット転載名誉毀損

 ２０１４年２月１４日朝日新聞 ネットのデマ許す空気

 ２０１４年９月３０日共同通信 違法動画投稿の温床にも

 ２０１４年１０月１日東京新聞 「ＦＣ２」その仕組みとは

 ２０１５年３月 ２日読売新聞 犯人捜し ネット暴走

 ２０１５年３月 ９日時事通信 安易な転載で拡散

 ２０１５年４月２３日共同通信 違法投稿の温床に異例捜査

 ２０１５年４月２３日朝日新聞 「ＦＣ２」関連会社長ら逮捕

 ２０１５年１０月３０日読売新聞 ネット中傷弁護士が提訴 4

弁護士 最所 義一（さいしょ よしかず）

 港国際法律事務所 湘南平塚事務所所長弁護士
 １９９６年 東京大学農学部農業工学科卒業

 １９９６年 ＩＴ関連業務

 ２００１年 医療機関勤務

 ２００８年 中央大学法科大学院修了

 ２０１０年 弁護士登録

 ＴＶメディア
 ２０１３年２月２４日 ニュース７

「海外のブログ運営会社に情報開示命令」

 ２０１３年５月２日 おはよう日本
「『新しい人権』と憲法～ネット社会とプライバシー権」

 ２０１４年７月１６日 「NEWS WEB」「有名人の無断写真撮影」

 ２０１５年３月３日 「NEWS23」「容疑者逮捕前からネットに飛び交う

“名前”“顔写真”」

 ２０１５年３月１９日 ＮＨＫ首都圏ネットワーク

「ネット中傷問題対応に課題」

 ２０１５年８月５日 「NEWS WEB」「盗撮投稿法的な問題は？」
3
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弁護士 最所 義一（さいしょ よしかず）

 （共著）プロバイダ責任制限法判例集 弁護士会ブックセンター出版部LABO
 民事裁判手続とＩＴ化の重要論点 有斐閣 （「NO.12」 座談会部分）

 （共著）発信者情報開示の可否判断 新日本法規出版株式会社

 （共著）事例大系 インターネット関係事件 株式会社ぎょうせい

雑雑誌誌

書書籍籍

 2013年3月19日 ダイヤモンドオンライン 匿名掲示板への気軽な書き込みが名誉毀損に！

 2014年10月27日 日経パソコン “場”の提供も罪？

 2015年3月17日 産経デジタル iRONNA その「気軽な」書き込みが犯罪です

 2016年4月号 ＰＲＥＳＩＤＥＮＴＷＯＭＡＮ なぜ夫婦別姓は最高裁で認められなかったの？

 2016年5月号 ビジネス法務 会社をネット炎上から守る！従業員・退職者による悪評発信の防止

 2017年12月 経営法曹会議12月号

 2019年9月30日 日刊スパ 動くアイコラ・ディープフェイクの恐ろしさ。

 2020年1月14日 日刊スパ 「この服、胸が大きく見えちゃう」と職場女性が発言。セクハラにならない返し方は？

 2021年2月号 ジュリスト 「民事裁判のIT化」

論論文文

 第46回法とコンピュータ学会 研究報告
 自治体によるヘイトスピーチ規制とその限界

ー川崎市の事例をもとに考察ー
委委員員

 川崎市差別防止等対策審査会 委員（第1期・第2期・第3期）

 川崎市川崎市人権尊重のまちづくり推進協議会 委員（第1期・第2期・第3期）
6

弁護士 最所 義一（さいしょ よしかず）

掲載新聞
 ２０１７年６月６日 日経新聞 年俸１７００万円残業代含む？

 ２０１７年７月８日 日経新聞 高額年俸「残業代含まず」

 ２０１８年２月２３日 毎日新聞 医師残業代支払い命令

 ２０１９年８月２４日 東京新聞 ドラレコ車内撮影に関心

 ２０２０年４月８日 神奈川新聞 川崎市、差別防止対策等

審査会のメンバーを発表

 ２０２０年１０月２日 読売新聞 ＡＩ作成の偽動画配信

 ２０２０年１１月２０日 産経新聞 偽動画あなたの顔でも

 ２０２３年９月４日 読売新聞 出演料全額タレントに

 ２０２３年９月１９日 毎日新聞 ジャニーズタレントの

広告打ち切りは是か非か

 ２０２５年９月４日 産経新聞 わいせつライブ配信

リスク周知を 5
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インターネット上の「違法情報」・「有害情報」

 「違法情報」とは

 インターネット上に掲載すること自体が法令に違反する情報で、
児童ポルノ、覚せい剤などの薬物の販売情報、詐欺や脅迫、
わいせつ情報

 「有害情報」とは

 違法情報には該当しないものの自殺サイトや爆発物等の製造
方法、殺人等の違法行為の請負等の公共の安全と秩序の維
持の観点から放置することのできない情報

8

弁護士 最所 義一（さいしょ よしかず）
ネネッットト配配信信（（弁弁護護士士ドドッットトココムム））

 2014年1月7日 アダルトビデオ会社が「米国本社」のFC2を提訴！日本で裁判を起こす「方法」とは？

 2014年9月30日 なぜFC2は摘発されたのか――「違法ライブ配信」ほう助で家宅捜索された理由とは？

 2014年12月3日 「リベンジポルノが犯罪として明確になった」 被害防止法を弁護士はどう評価する？

 2015年8月1日 「AV出演」が知人にバレた！「恥ずかしくて死にたい」・・・回収や削除は可能か？

 2015年11月6日 児童ポルノ放置容疑で「写真袋」社長逮捕、「場」を提供しただけでもアウトなのか？

 2016年1月19日 「BCC」で送るはずが「CC」で送ってアドレス大量流出、法的責任を問われるの？

 2016年4月21日 アマゾンレビューのコメント、どこまで許される？…「中傷投稿」の発信者情報開示命令

 2016年7月6日 女優の「裸画像」合成、「有名税」では済まされない…雑誌出版社の賠償命令確定

 2017年3月18日 DeNAキュレーションサイト「プロバイダ責任制限法」からみた問題点

 2017年6月27日 田村淳さんツイッター「無断転載禁止」書いたのにニュースに使われた…法的な見方は？

 2018年2月10日 名刺交換したら、勝手に企業のメルマガが届くようになってウザい！ 違法では？

 2018年4月9日 ドラレコで撮影した迷惑運転をYouTubeに…「お怒りごもっとも」だけど、名誉毀損の恐れも

 2018年6月4日 トラブルについて問い合わせ→当事者を「CC」に入れて返答…情報漏えいで訴えられる？

 2019年4月27日 新五千円札、津田梅子の「写真反転」疑惑で物議 肖像権・著作権から考える

 2019年6月26日 街中で酔いつぶれた光景を「顔出し」でTwitterに投稿、法的な問題は？

 2019年10月3日 メルカリ出品、商品レビュー「コピペ」に注意 他人の文章のパクリ、削除される可能性も

 2020年1月28日 ネット中傷で「携帯番号」開示、実は「条文の素直な読み方」から導かれた結果だった！

 2023年9月30日 街中で見かけた芸能人をスマホでこっそり撮影、さらにSNSにもアップ…法的問題は？

 2024年2月 6日 自宅Wi-Fi、来客に使わせるリスク 客が誹謗中傷コメントを投稿、契約者が責任を問われる可能性も

 2024年11月17日 麻雀業界の誹謗中傷、役満ボディ・岡田紗佳さんが「厳正な対処」を宣言、中傷した人に待つペナルティ
とは

7
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情報流通プラットフォーム対処法（旧プロバイダ責任制限法）

インターネット上の違法・有害情報の流通が社会問題となっている
ことを踏まえ、「被害者救済」と発信者の「表現の自由」という重要な
権利・利益のバランスに配慮しつつ、プラットフォーム事業者等がイ
ンターネット上の権利侵害等への対処を適切に行うことができるよう
にするための法制度を整備するもの

 整備内容
 プラットフォーム事業者等の免責要件の明確化
 発信者情報の開示手続

 発信者情報開示命令申立、提供命令申立

 大規模プラットフォーム事業者等の義務
 削除対応の迅速化

 削除申出窓口の整備・公表
 削除申出への対応体制の整備
 削除申出に対する判断・通知

 運用状況の透明化
 削除基準の策定・公表
 削除した場合の発信者への通知
 運用状況の公表 10

（参考）情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会
https://www.isplaw.jp/

ディープフェイクとAI生成偽情報

 「ディープフェイク」 とは

 「ディープラーニング（深層学習）」と「フェイク（偽物）」を組み合わ
せた造語で、本物又は真実であるかのように誤って表示し、人々
が発言又は行動していない言動を行っているかのような描写をす
ることを特徴とする、AI技術を用いて合成された音声、画像あるい
は動画コンテンツのことをいう（総務省ＨＰ）。

 問題点

 実在する人物が実際には言っていないことを本当に話しているか
のような動画が簡単に作成される（Ｅｘ．岸田首相の偽動画）

 フィッシング詐欺に用いられたり、世論誘導がなされる危険。

9
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インターネット上での権利侵害（「違法情報」）

権利侵害の具体例
 誹謗中傷等の名誉毀損行為（刑法２３０条１項）

 「薬物を使用している」

 「凶悪犯罪の実行犯だ」

 「不倫している。」

 プライバシー権侵害（民法７０９条）
 実名、住所、勤務先、学校、顔写真等が拡散

 なりすまし（民法７０９条）

 差別の助長（レッテル貼り，偏見）（ヘイトスピーチ解消法）
 外国人に対する差別（いわゆるヘイトスピーチ）

 特定の思想・信条に対する差別

 殺到型人権侵害（民法７０９条）

 著作権侵害（著作権法）

等々
12

大規模特定電気通信役務提供者の指定

11

（参考）総務省 「インターネット上の違法・有害情報に対する対応（情報流通プラットフォーム対処法）」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/ihoyugai.html

大大規規模模特特定定電電気気通通信信役役務務提提供供者者 （（参参考考））ササーービビスス名名

Google LLC YouTube
LINEヤフー株式会社 Yahoo!知恵袋、Yahoo!ファイナンス、

LINEオープンチャット、LINE 
VOOM

Meta Platforms, Inc． Facebook、Instagram、Threads
TikTok Pte. Ltd． TikTok、TikTok Lite
X Corp． X
株式会社ドワンゴ ニコニコ

株式会社サイバーエージェント Amebaブログ

株式会社湘南西武ホーム 爆サイ.com
Pinterest Europe Limited Pinterest
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インターネットでの権利侵害の特徴

→ 加害者も被害者も一般のひと。

→ 誰もが被害者にも加害者にもなる。

→ 影響が重大（インターネット利用者の急増）。

→ 半永久的に情報が残存する（デジタルタトゥー）。

14

どのような人がネット上での被害を受けるのか。

有名人

社会的責任や役割が注目されやすい人（公務員、
教育・医療・法律関係の職に従事している等）

少年犯罪の場合の少年の家族、学校

いわゆる「炎上」が生じた場合の炎上を生じさせた人

一般のひと

13
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インターネットの特徴

 インターネットは情報収集のための「メディア」。

 雑誌やテレビよりも、強い影響力がある。

→ 著しく強い情報の伝播性

→ 情報が拡散

→ 軽い気持ちの投稿が重大な事態を引き起こす！

16

権利侵害を行う者の心理

ゲーム感覚・集団心理

→ 実名、勤務先を暴く （推理ゲームの感覚）

→ 誹謗中傷行為 （歪んだ正義感）

→ 匿名による安心感

15
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総務省 令和６年通信利用動向調査

総務省 令和６年通信利用動向調査 別添2 6頁
（図表1－9 インターネットの端末利用状況）

インターネットの利用者の割合（全体） 85．6％

・ スマートフォン 74.4％
・ パソコン 46.8％
・ インターネットに接続できるテレビ 30.8％
・ タブレット型端末 25.5％
・ 家庭用ゲーム機 19.5％
・ 携帯電話（スマートフォンを除く） 9.0％
・ その他 2.0％

※ インターネットの利用状況を端末別にみると、スマートフォンがパソ
コンを27.6ポイント上回っている。年齢階層別にみると、「スマートフォ
ン」は、20～59歳の各年齢階層で９割、60～69歳の年齢階層で約８割
が使用している。また、「タブレット型端末」は６～12歳の利用割合が高
く、年齢階層が上がるごとに利用割合が下がっていく傾向にある。

18

総務省 令和６年通信利用動向調査

総務省 令和６年通信利用動向調査 別添2 6頁
（図表1－9 インターネットの端末利用状況）

17
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総務省 令和６年通信利用動向調査

総務省 令和６年通信利用動向調査 別添2 14頁
（図表2-4 ＳＮＳの利用目的（複数回答））

・ 従来からの知人とのコミュニケーション 87.2％
・ 知らないことについての情報を探す 64.0％
・ ひまつぶし 36.1％
・ 災害発生時の情報収集・発信 26.5％
・ 自分の情報や作品発表 12.0％
・ 新たな交流関係を広げる 11.8％
・ 昔の友人・知人を探す 3.8％
・ その他 2.0％

※ インターネット利用者のうち、SNSの利用者の割合は、81.9％となっている。
年齢階層別にみると、50～59歳以上は、年齢階層が上がるごとに利用割合が
下がっていく傾向にあるが、80歳以上でも５割を超えている。 利用目的は、「従
来からの知人とのコミュニケーションのため」の割合が87.7％と最も高く、次いで
「知りたいことについて情報を探すため」（64.0％）となっている。 20

総務省 令和６年通信利用動向調査

総務省 令和６年通信利用動向調査 別添2 14頁
（図表2－3 ＳＮＳの利用状況）

19
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従業員のネット上の対応が企業に与える影響

 情報漏洩

 「炎上」

22

令和６年度情報通信メディアの利用時間と情
報行動に関する調査報告書 ８４頁

21
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問題となりやすい（炎上しやすい）発言類型

政治、思想、宗教、人種、歴史

マイノリティ

妊娠、出産、子育て

虐待

不良自慢、違法行為自慢

不謹慎

等

24

情報漏洩の実例

 過失による漏洩（2015年12月）

 個人情報約３万７０００件を、外部企業宛のメールに添付して、誤送信し
た。

→ 送信直後に送付先の企業に連絡、双方の会社立会の下でデータを
消去。被害者に対し、経緯と対応について説明の上、謝罪。

 元従業員が在職中に社内資料を社外へ不正持出（2025年8月）

 旅行事業に関わる宿泊施設255施設の担当者計481名分の個人情報、
担当社員55名分の氏名やメールアドレス、電話番号を持出。

→ 情報の削除要請、削除完了の確認。漏洩対象者に個別連絡、専用
窓口の設置

 SNSを介した情報漏洩

 従業員が、有名人の来店情報、宿泊情報をＳＮＳに投稿

→ 「炎上」

（サイバーセキュリティ.com https://cybersecurity-jp.com）
23
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近時の炎上事例（2024年）

 ハウスメーカーの不適切対応

 モデル住宅の施工不良を、SNSに投稿した男性の自宅を、
メーカーの責任者が、いきなり訪問して、当該投稿の削除を
要求

 過去に過激な発言をした文化人を広告起用

 過去に「高齢者は集団自決すればいい」といった過激な発言
を行っていた人物を広告に起用したことに対して反発。

 イタリアンレストランが、「○○人・●●人お断り」と掲示

 店舗の入り口に「○○人・●●人お断り」等と掲示した写真を、
公式のXに投稿

 美容外科医が解剖研修の現場写真を投稿

 解剖研修の写真を自身のInstagramに投稿。モザイク処理
がなされていたものの、献体の写真が含まれていた。 26

近時の炎上事例（2025年）

 X（旧Twitter）上で、ある地域に男女差別が根付くと揶揄する
スラングがトレンドになり、炎上。

 X（旧Twitter）上で、ある食品会社のウェブCMが、内容をめぐ
り「性的に見える」「気持ち悪い」との批判と、「過剰反応」「普通
のCM」との反論で論争となり、「非実在型ネット炎上」として注
目された。

25
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「炎上」に軽い気持ちで加担すると・・・

内容が虚偽の情報を拡散させてしまう。

→ 拡散させた人も、名誉毀損罪（刑法２３０条１項：３年

以下の懲役もしくは、禁固または５０万円以下の罰金）、
業務妨害罪（刑法２３３条： ３年以下の懲役または５０万
円以下の罰金）等に問われる。また、民事上の責任も負う。

28

「炎上」が起こると

 問題となる写真・動画・発言が次々にコピペされ拡散。

 批判的な投稿、コメントが殺到する。

 所属する学校、会社、団体の探索が行われる。

 様々なプライバシーが暴かれる。

 現地を訪問する者が現れ、その写真等が投稿される。

 所属する学校、会社、団体への抗議電話が殺到。

27
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リツイートやシェアした場合の責任

こいつはむかつく、拡散してやろうと、気軽に、リツイート、
シェア・・・

→ これは大丈夫？

（回答）

大丈夫ではありません。

投稿者として責任を問われます。

30

拡散させた人の責任

 ネット上に書いてあったから、真実であると思った。

→ 認められません。

「掲載記事が一般的には定評があるとされる通信社から
配信された記事に基づくものであるという理由によっては、
記事を掲載した新聞社において配信された記事に摘示さ
れた事実を真実と信ずるについての相当の理由があると
認めることはできない」

（最高裁平成14年3月8日）

29
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事例

 「容疑者の父」東名事故でデマ拡散

→ インターネット上で情報詮索がなされる。

→ 事件と無関係な人物が犯人の「父親」だとされる。

→ 会社、自宅住所、電話番号が「晒される」。

→ 無言電話、嫌がらせ電話が殺到。

（２０１７年１０月１９日 ＪＣＡＳＴニュース）

（２０１７年１０月２０日 朝日新聞デジタル）

32

事例

川崎市中１男子殺害事件

→ インターネット上で犯人捜しが行われる。

→ 事件と無関係な人物が犯人扱いされる。

→ 顔写真、氏名、住所が「晒される」事態が発生

（２０１５年３月２日読売新聞 「犯人捜し ネット暴走」）

（２０１５年３月３日「NEWS23」「容疑者逮捕前からネット
に飛び交う“名前”“顔写真”」 ）
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勤務先や所属先（学校）への影響

 レピュテーションリスク（企業イメージの崩壊）

抗議電話が殺到

従業員の投稿によって、会社が謝罪に追い込まれ
たケース

 不動産会社に芸能人の情報を投稿

 コンビニの店員に言いがかりをつけた動画を投稿

（会社名の入った上着を着ていた。）

34

インターネット上で投稿する場合の心構え

 インターネット（ＳＮＳを含む。）は公開の場である。

 自らは、スマホを見ているだけかも知れないが、その向こうに何
万人もの人がいる可能性があることを常に認識しておく。

匿名であっても、投稿者を特定することは可能である。

 ＩＰアドレス、タイムスタンプからの特定は可能。

 登録した際の電話番号、メールアドレスからの特定

自分の個人情報を公開しない。

 万が一「炎上」が生じてしまった場合、断片的な情報から、実名、
勤務先、顔写真等が特定され、暴かれていく・・・。

33
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炎上してしまったら！？

 事実関係と状況の把握

 いつ、誰が、どこで、何について、どのような行動（言動）を、な
ぜ行ったのか（５Ｗ１Ｈ）について正確に把握する。

 誤解に基づくものなのか、謝罪すべき事案かについて
の正確な把握

 謝罪すべき事案であれば、迅速かつ誠実に事実関係につい
て公表し、真摯な謝罪を行う。

 反論すべきか否かについて、検討。

 反論がさらなる炎上を招く危険がある。

 責任転嫁と見られる言動は厳に慎む。

36

被害を発生させた者の責任

刑事上の責任

 名誉毀損罪（刑法２３０条１項：３年以下の懲役もしくは、
禁固または５０万円以下の罰金。）

 業務妨害罪（刑法２３３条：３年以下の懲役または５０万
円以下の罰金。）

民事上の責任

 損害賠償請求の対象となる。

労働契約上の責任

 懲戒事由に該当

35
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近時の失敗事例（Ｋ社）

（事例） 元従業員の妻が、夫が育休復帰直後に転勤を言
い渡され退職したとＴｗｉｔｔｅｒに投稿し、炎上。さらに、会社
が、「対応に問題は無い」と公式ＨＰに掲載したことから、さ
らに炎上し、株価が下落した。

もともと、なぜ、炎上したのか！？

→ 「転勤の内示が育休明け直後になった」

→ 時期として不適切ではないか、育休取得への見せし
めではないか、酷くないか、とネットで情報に触れた人（い
わゆる「ネット民」）の素朴な感覚が、拡散した発端。

38

謝罪の際の「ＮＧワード」

 「結果として」

 「遺憾」

 「誤解を招いた」

 「不快に思われた」

→ これらの文言は、「自分たちは悪くないけれども、受け
手側の事情によって、このような事態となってしまった。」と
言っているに等しい。

→ この場合、「悪いのは批判をしている側かよ！！」と受
け取られ、さらなる炎上を招いてしまう。
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失敗事例（Ｋ社）

（会社の対応）

・ 冒頭で、「当社の対応に問題は無い」

・ 「結果的に転勤の内示が育休明けになることもあり、このこと自
体が問題であるとは認識しておりません。」

・ 「元社員は転勤に関しての種々の配慮について誤解したままと
なってしまった」

（ネット民の感覚）

・ 会社は、「転勤の内示が育休明け直後になった」ことを問題だ
と思っていないんだぁ。

・ 対応に問題がないというのは、悪いのは、批判している側！？
40

失敗事例（Ｋ社）

（把握すべき事案）

「転勤の内示が育休明け直後になった」ことが、時期として不適
切ではないか、育休取得への見せしめではないか、酷くないかと、
ネット民に思われている事案。

（事実はどうなのか）

「結果的に転勤の内示が育休明けになることもある。」

→ 「転勤の内示が育休明け直後になった」ことは事実！！
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失敗事例（Ｋ社）

・ なぜ、失敗したのか

会社の回答は、裁判上、会社に対する法的責任の追及がな
されている場面において、裁判所に対して、会社が自己の正当
性を主張し、元従業員の側にこそ問題があるのだと主張する場
面であれば、正しい。

・ 相手方は誰なのか！？

相手方は、元従業員ではなく、「ネット民」（世論、一般人）。

回答について、「ネット民」（世論、一般人）がどのように受け
止めるのかという観点で判断すべき。

42

失敗事例（Ｋ社）

（会社の行うべき対応）

・ 少なくとも、時期として不適切であったことは認めて、
謝罪すべき。そして、なぜ、このような時期になってしまっ
たのか、その理由について説明。今後は、少なくとも「転勤
の内示が育休明け」にならないように、内示の方法等を見
直すといった改善点を示す必要がある。

・ 会社として、社員の育児休業取得を妨害しようなどと
いう意図がないこと、社員の生活を配慮した上で、今後も
適切な対応を行うとの考えを示す。
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情報モラル

法の理解と遵守

 ネット社会も現実社会と同様の法律やルールによって規律さ
れている。

→ 著作権法、個人情報保護法 等。

したがって、

自らが発信する情報には責任を持たなければならない。

情報社会のルールを知り、マナーを守る。

これをしないと、法的責任が問われることになる！！
44

情報モラル

情報社会の倫理

 情報には自他の権利があることを理解する。

 情報に存在する権利

 人格権

 肖像権

 プライバシー権

 知的財産権

→ 他人の権利を尊重し、自身の行動に責任を持つ！！

この姿勢がないと、他人に対する誹謗中傷、炎上等に繋がる。

43
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ご清聴ありがとうございました。

46

情報モラル

公公共共的的ななネネッットトワワーークク社社会会のの構構築築

 情報社会の一員としての自覚を持ち、自らの行動が社会全
体に影響を与えることを認識し、ネットワークをより良いものに
するために主体的かつ適切に判断・行動する態度を育成する。

→ 自らの行動が社会に与える影響を理解し、より良い情報社
会の実現に向け、主体的に行動する。

→ ネット上での迷惑行為をしない。

デマを拡散させない。

炎上に加担しない。
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えせ同和行為被害者相談窓口 
 

☆☆  岡岡山山地地方方法法務務局局人人権権擁擁護護課課  
〒700-8616  

岡山市北区南方１－３－５８  

電話：086-224-5761 

 

☆☆   岡岡山山県県警警察察刑刑事事部部組組織織犯犯罪罪対対策策第第一一課課 

    〒700-8512 

    岡山市北区内山下２－４－６  

    電話：086-233-8930（暴力団関係 110 番） 

  

☆☆（（公公財財））岡岡山山県県暴暴力力追追放放運運動動推推進進セセンンタターー  
    〒700-0985 

    岡山市北区厚生町３－１－１５ 岡山商工会議所２Ｆ 

    電話：086-233-2140 

 

☆☆  岡岡山山弁弁護護士士会会  
    〒700-0807 

    岡山市北区南方１－８－２９ 

    電話：086-234-5888（相談予約専用番号） 
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